
所 在 地

一 括 徴 収 の 理 由

お問い合わせ番号 入 力 確 認 プルーフ

1  異動が令和6年12月31日までで、申出があったため

2  異動が令和7年1月1日以降で特別徴収の継続の希望がないため

一括徴収税額 徴収予定年月日

名　　称

法人番号

代表者の
職 氏 名

フリガナ

係

転 勤 未 退 休 職 事業所その他一 括
徴 収

特別徴収義務者
指　定　番　号

税額・指定番号の事前連絡

受給者番号（任意）

納 入 書 1　 必要　 2　 不要　（新規の場合のみ選択）

月割額　　　　　　　　円

連絡事項等

月分（翌月10日納期限）
 から徴収して納入する。

希望する
　　・
希望しない

左記の一括徴収した税額は、

　　　月分（翌月10日納入期限）で
納入します。

氏名

電話

フリガナ

フリガナ

フリガナ

氏　名
（生年月日）

個人番号

住所（居所）
又は所在地

氏　　名
又は名称

特別徴収義務者指定番号

整理番号

課・係

氏名

電話

フリガナ

※市町村ご
とに異な
ります

１現年度　　２新年度　　３両年度

連絡先の氏名及び
所属課、係名並び
に電話番号

代表者の
職 氏 名
個人番号

又は法人番号

１月１日
現在の住所

給与の支払
を受けなく
なった後の
住所　　　

（　　　　年　　　月　　　日生）

給 与 所 得 者

（旧姓　　　）
円

年 　月 　日円

月

月

円

円

円月以降

電話 ・ 手紙
要（　　/　　）  ・  不要

月・指

円 円

（ア）
特別徴収税額
（年 税 額）

（イ）

徴 収 済 額

６ 月分から

月分まで

月分から

５ 月分まで

年

月

日

（ウ）
未徴収税額
（ア） － （イ）

異動年月日

1 退　　職
2 転　　職
3 合　　併
4 休　　職
5 長期欠勤
6 死　　亡
7 会社解散
8 住所誤報

9 その他
※以下の理由を必ず選択してください。

Ａ 総従業員数が２人以下
Ｂ 他の事業所で特別徴収（乙欄）
Ｃ 給与が少なく税額が引けない
Ｄ 給与の支払が不定期
Ｅ 事業専従者（個人事業主のみ）

異動の事由
異 動 後 の
未徴収税額の
徴 収 方 法

1 特別徴収継続

2 一 括 徴 収

3 普 通 徴 収
（本人が納付）

〒

〒

（内線　　　　 ）

内線（　　　　　 ）

－　　　 －

令和６年度　　　　　　 に係る給与所得者異動届出書

年　　月　　日
（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給

与

支

払

者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

※

市
処
理
欄

変 

更 

月

特
徴
税
額

担
当
者
連
絡
先

埼玉県戸田市長
（宛先）

◎異動があった場合は、すみやかに提出してください。

１ 特別徴収継続の場合（転職･合併等）

2 一括徴収の場合

【提出先】 〒335-8588　埼玉県戸田市上戸田１丁目18番１号
 戸田市役所　市民税課　市民税担当

＊コピーしてご利用ください

※退職者についても、翌年度分の給与支払報告書の提出をお願いいたします。

※1月1日から4月30日までの間に退職した従業員の未徴収税額は、一括徴収することが義務づけられています。

給与支払報告
特 別 徴 収

（　　　 月
　　　  日まで）

新規

（開始期：　　　　　　　期）

−14−

ご
注
意

1

　「特
別
徴
収
義
務
者
指
定
番
号
」、「
整
理
番
号
」
の
欄
に
は
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号
を
そ
れ
ぞ
れ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

2

　転
勤
・
転
職
の
場
合
を
除
き
、
個
人
事
業
主
の
方
が
提
出
さ
れ
る
場
合
に
は
、
事
業
主
の
個
人
番
号
の
記
載
及
び
本
人
確
認
書
類
（
個
人
番
号
と
身
元
の
確
認
で
き
る

書
類
）
の
添
付
が
必
要
で
す
。（
添
付
書
類
の
例

　マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
一
点
で
可
）、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
＋
免
許
証
等
の
身
分
証
（
二
点
必
要
））

3

　転
勤
、
再
就
職
等
に
よ
り
異
動
後
の
勤
務
先
で
引
き
続
き
特
別
徴
収
を
行
う
場
合
に
は
、
前
勤
務
先
で
上
段
の
事
項
を
記
入
し
、
新
勤
務
先
に
回
送
願
い
ま
す
。

　た
だ
し
、「
給
与
所
得
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
で
本
人
か
ら
番
号
の
提
供
を
受
け
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
 
（
給
与
所
得
者
を
経
由
せ
ず
、
直
接
新
勤
務
先
に
回
送
願
い
ま
す
。
新
勤
務
先
が
不
明
の
場
合
は
「
退
職
」
と
し
て
、
直
接
市
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。）

　
　ま
た
、
前
勤
務
先
が
個
人
事
業
主
の
場
合
、「
給
与
支
払
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
へ
回
送
願
い
ま
す
。


